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1.件名

無停電電源装置(分析所等)の定期保守点検作業 

2.概要

日本原子力研究開発機構(以下「機構」という) 核燃料サイクル工学研究所 （以下「研究

所」という）再処理施設内に設置されている無停電電源装置について、機能を維持するため

に保守点検を実施するものである。

3.契約範囲内

(1)本仕様書の 7 項に従い実施する保守点検作業・・・・・・・一式

(2)報告書等の作成及び提出・・・・・・・・・・・・・・・・一式

(3)本仕様書 7 項に示す交換部品の納入・・・・・・・・・・・・一式

4.契約範囲外

0 項の契約範囲内に記載のなきもの。 

5.支給物件・貸与物件

5.1 支給物件

以下の物品等を保守点検時に無償で支給する。 

(1) 現地保守点検作業で使用する電力

(2) 現地保守点検作業で使用する水道水

(3) その他相互の協議により決定したもの

5.2 貸与物件 

以下の物品を保守点検時に無償で貸与する。 

受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場

合は、これらを弁償するものとする。 

(1)管理区域内作業着等（作業着、帽子、靴下、作業靴等）

(2)放射線管理物品（サーベイメータ、個人線量計）

(3)呼吸保護具（半面マスク、全面マスク等）

(4) 本保守点検の遂行に必要な機構の規程、研究所規則、ＴＲＰ部規則・基準類

6.一般仕様

6.1 納期

令和 9 年 2月 26 日 

6.2 作業実施場所 

茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 33 

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 

TRP 廃止措置技術開発部指定場所 

6.3 保証 

(1)受注者は、本仕様書に基づいて、保守点検したものが、本仕様書の諸条件を完全に満

たすものであることを保証するものとする。

(2)保証期間中に明らかに受注者による原因で本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合

には、受注者はその条件を満たす為、無償にて必要な手直し、又は修理等を直ちに行

うものとする。

(3)本作業における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、

受注者は、無償にて直ちに手直し又は、修理を行う。

(4)保証期間は、検収後 1 年とする。ただし、是正後の保証については、別途協議の上決

定する。
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6.4 検収条件、検査員及び監督員 

6.4.1 検収条件 

0 項に示す作業終了後、指定した提出図書の完納をもって検収とする。 

6.4.2 検査員及び監督員 

(1)検査員 

  一般検査 管財担当課長 

(2)監督員 

  定期保守点検作業 TRP 廃止措置技術開発部 施設運転課 TL 

 

6.5 提出図書 

6.5.1 確認の必要な事項 

受注者は、次に示す事項について事前に機構の確認を受けるものとする。 

(1) 仕様書で要確認と認めた事項 

(2) 仕様書に明記されていないが重要と思われる事項 

(3) 仕様書より逸脱する事項 

6.5.2 提出図書 

別表-1 「提出図書一覧」参照 

6.5.3 提出図書に関する注意事項 

(1) 別表-1 の「確認」欄の図書は機構の確認を要するものである。 

(2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名を記述し、提出すること。 

6.5.4 提出様式 

(1) 用紙は、原則として A4 版、図面は A 系列とする。 

(2)様式、内容、その他不明確な記述等はその都度機構に確認し、その指示に従うも

のとする。 

 

6.6 適用法令、規格、技術基準等 

本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。こ

の他に工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し

確認を得るものとする。 

(1) 労働安全衛生法 

(2) 労働基準法 

(3) 電気事業法 

(4) グリーン購入法 

(5) 再処理施設保安規定 

(6) 日本産業規格「JIS」 

(7) 日本電気工業会規格「JEM」 

(8) 電気設備技術基準 

(9) 電池工業会規格「SBA」 

(10) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(11) その他機構規程、研究所規則、諸基準及び部内で制定した規則等 

 

6.7 機密の保持 

受注者は、本作業を実施するため機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いと

し、その保持に努めること。 

詳細は、別紙-1 に示す「機微情報の管理について」によるものとする。 

 

6.8 安全管理 

6.8.1 作業の安全管理 

(1)一般安全 

①受注者は、機構の定めた「共通安全作業基準Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準(令

和元年 12 月 1 日版、以下同じ)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 
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②受注者は、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、中小受託事業者へ

の周知を行うこと。  

③本作業を行うにあたって、受注者は火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防

止に関して万全を期すること。 

④労働基準法、労働安全衛生法に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は設備、

装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 

⑤法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備

管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に努力すること。 

⑥受注者は本作業を行うにあたり、機構の「核燃料物質使用施設立入制限区域出入管

理マニュアル」、「再処理施設出入管理マニュアル」及び「再処理施設安全作業基準」

等の各種規程、基準を遵守すること。 

⑦受注者は、本作業を行うにあたり「安全管理計画書」を提出し、機構の確認を得な

ければならない。 

⑧受注者は、作業を行うにあたり「作業計画書」、「安全衛生チェックリスト」及び「ワ

ークシート」を提出する。 

(2)安全上の責任 

本作業に伴い一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 

(3)作業者の選任 

①受注者は、本作業に係る総括責任者を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任

者届」に記入の上、機構に申し出ること。 

②受注者は、機構で定める「作業責任者等認定制度の運用要領」に基づき教育を受講

すること。受講する場合は、「作業責任者等教育(請負側)受講申請書」を提出する

こと。但し、すでに受講し、認定を受け、且つ有効期間内に有る場合は除く。 

③受注者は、認定教育を受講後、「作業責任者等認定申請書」を提出し、機構の認定

を受けること。 

④受注者は、認定者の中から現場責任者及び現場分任責任者を選任し、作業期間中は

現場に常駐させること。 

⑤受注者は、作業員名を「作業員名簿」に記入の上、機構に提出すること 

⑥受注者は、以下の作業員の次の役割を遵守するとともに作業経験者から作業員を選

出する。 

〔現場責任者〕 

現場での作業の監督及び指示を行う。なお、現場を離れる場合は代理者を指

名し、連絡先を明確にすること。 

〔現場分任責任者〕 

現場での作業の監督及び指示を行う。なお、現場を離れる場合は代理者を指

名し、連絡先を明確にすること。 

〔主作業者〕 

主作業区域での作業を主に行う。作業経験者又は作業内容に精通している者

が行う。 

〔補助者〕 

主作業者の補助として主作業区域外で作業記録などを行う。 

(4)安全衛生設備及び装備 

①通路、標識、保護具等の安全設備の質、数量、配置は、法で定める規則・基準等を

十分満足するものであること。 

②作業開始前に必ず安全設備、装備及び道具、工具類の点検を十分行うこと。 

(5)安全衛生管理 

①本作業では、一般安全について十分注意すること。 

②現場責任者は、本作業期間中に機構との十分な連絡を行うとともに、作業員に対し

作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。 

③受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。 

④現場責任者は、作業者の健康状態を適宜確認すること。 

6.8.2 放射線管理 
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(1)一般事項 

①受注者は、機構の定めた「再処理施設における放射線作業の基本動作要領」（令和 6

年 4 月 22 日版、以下同じ）に従い、放射線管理を行うこと。 

②受注者は、「再処理施設における放射線作業の基本動作要領書」の内容を十分に理解

し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、中小受

託事業者への周知を行うこと。 

③受注者は、再処理施設内管理区域における作業に従事する場合は、「再処理施設保安

規定」及び「放射線管理基準(TRP 廃止措置技術開発部)」等の各種規定、基準を遵守

すること。 

④受注者は、上記①項に示す規定及び基準類を遵守するために設備、装備及び方法を検

討し、十分な計画を立てなければならない。 

⑤法で定める規則、基準を満足させることはもちろんのこと、受注者は、更に進んで設

備、装備の各方面にわたり、放射線障害の防止に努めること。 

⑥受注者は、現場責任者及び作業者の健康診断について、受注者の責任において実施す

ること。受診後は、健康診断結果の記録(写し)を提出すること。 

機構は、「健康診断結果の記録(写し)」について、放射線同位元素等の規則に関する法

律に基づく利用目的以外に使用しない。また、記録保管については、適正に管理する。 

(2)放射線安全管理上の責任 

①本作業に於ける放射線安全管理上の責任は、全て受注者が負うものとする。 

②放射線安全管理上の実務は、原則として受注者自ら実施すること。 

③受注者は作業者を放射線業務従事者に指定するにあたっては予め核燃料物質を取扱

う業務に係る特別教育を受講すること。 

(3)放射線安全管理 

①現場責任者及び作業者は、機構が放射線安全確保のために行う指示に従うこと。 

②現場責任者及び作業者は、機構が提示する放射線安全管理を的確に行うこと。 

(4)管理区域の立入区分 

①現場責任者及び作業者は、「放射線業務従事者」とする。 

②現場責任者及び作業者は、現地作業開始前に研究所の実施するホールボディカウンタ

を受け終了時に退所ホールボディカウンタを受けること。 

(5)重複指定の禁止 

本作業に従事する現場責任者及び作業者は、本作業に於ける放射線業務従事者指定期

間中に機構内の他施設あるいは、他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受け

ることを禁止する。 

(6)作業者に対する確認事項 

受注者は、本作業に従事する全ての現場責任者及び作業者に対して、以下の事項につ

いて確認すること。 

①核燃料物質を取扱う業務に係る特別教育を修了し、「放射線業務従事者」の指定

を受けていること。  

②現場責任者及び作業者の被ばく歴が、「放射線管理基準(TRP 廃止措置技術開発部)」

に定められている線量限度を越えていないこと。 

③本作業を実施するために必要な知見・技術力を有していること。 

(7)汚染防止 

①受注者は本作業を行うに当たって、作業方法、設備状況を十分に検討するとともに、

慎重に作業を行い汚染事故防止に万全を期すること。 

②受注者は、作業前中後に身体及び工具等のサーベイを適宜行い、汚染の有無を常に把

握するとともに汚染の拡大を防止すること。 

③特に作業エリアについて作業前中後に線量率及び汚染密度の確認を適宜行い、異常の

ない事を確認する。 

(8)物品の移動及び管理 

①受注者は、管理区域内には必要以上の物品を持ち込まないこと。また、物品を持ち込

む場合は、所定の手続きを行うこと。 

②受注者は、管理区域内にて、物品を移動する場合、当該物品の汚染が無いことを確認
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した後、移動すること。 

③受注者は、管理区域より物品を搬出する場合、所定の様式にて予め機構の許可を受け、

当該物品の汚染が無いことを確認した後、搬出すること。 

④受注者は、管理区域内における資材、物品の整理整頓に努めること。また、保管は、

所定の場所とし、保管中の表示を行うこと。 

⑤受注者は、作業時に必要な使用機材について、「工事業者機材等の管理区域搬入・搬

出申請書」を作成し、提出すること。 

⑥現場責任者は、現場作業においては、使用機材チェックリストにより作業時に必要な

物品の確認及び防護具の安全確認を行う。 

 

6.9 緊急時の対応及び異常時の措置 

(1)受注者は、非常事態が発生した場合、「事故対策手順書」、「再処理施設における放射

線作業の基本動作要領書」に従い処置すること。 

(2)受注者は、以下を原則として対処すること。 

①天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断さ

せる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図る

こと。 

②非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業

担当課に迅速に通報すること。 

③火災が発生した時、又は救急車を要請する時は、ひたちなか・東海広域事務組合消防

本部(119)、研究所通報連絡者（研究所非常用電話：内線9999、外線029-282-1133-9999）

及び作業担当者に連絡すること。 

④人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。また、受注

者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。 

 

6.10 協議 

本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構

と協議の上、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及

び保管管理する。また、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。 

 

6.11 受注者の責任と義務 

6.11.1 受注者の責任 

(1)受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の

要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 

(2)受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出

る責任を有するものとする。 

(3)機構が設計変更及び施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意

した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 

(4)受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。受注者が使

用する下請業者（材料等の購入先、役務の提供先を含む）が負うべき責任といえど

も、その責任はすべて受注者が負うものとする。 

(5)受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。これに従わないことにより生じた

作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする 

(6)受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負

うべき責任は免れないものとする。 

6.11.2 受注者の義務 

(1)受注者は、機構及び原子力規制庁が保守点検等の検査・試験及び監査のために受注

者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務

を有する。 

(2)本保守点検における資材搬入時、又は保守点検において機構の設備等に損傷を与え

た場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 

(3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、安全管理に
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必要な法令等を遵守し、労働災害の防止に努めること。 

(4)受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安

全の確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。 

(5)受注者は、役務の設備維持又は運転に必要な技術情報を提供すること。 

①役務の遂行又は終了後に、供給者が新たに発見又は取得した役務に関する運営上の

注意事項や知見。 

②役務の要領、手順等にない方法により不適合が発生した場合又は発生の可能性があ

る場合の予防処置のために必要な知見・情報。 

③役務の方法を見直す際に必要となる組織が知り得ていない役務に関する知見・情報。 

④組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・検討が困難であ

る場合に必要となる知識・情報。 

(6)受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。 

教育名 実施者 機構による内容確認 備考 

「電離放射線障害防止

規則」（昭和四十七年労

働省令第52条の6に基

づく特別教育 

受注者 受注者は、教育記録（科目、時間）を作業担

当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教

育規程」（平成十二年一月二十日労働省告示第

一号）を満たしていることの確認を受ける 

管理区域が

ある場合の

み 

施設別課程教育 受注者※ 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当

課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める

告示(平成三年科学技術庁告示第十号)」を満

たしていることの確認を受ける 

 

「作業責任者等認定制

度」に基づく認定教育

（現場責任者、現場分

任責任者） 

機構 なし 忘れずに認

定手続きを

行う 

その他機構が指定する

教育 

受注者又は

機構 

 受注者が実施した教育については、教育記

録（科目、時間）を作業担当課に提出し、そ

の教育について定めた規定、基準類を満たし

ていることの確認を受ける 

 

※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用さ

れない。 

(7)本仕様書の要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。 

 

6.12 品質保証 

(1)受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含めて記述した「品質保証計画書」を提出

し、確認を得る。 

(2)品質保証計画書は、原子力施設の保安のための業務に係る品質保証管理に必要な体制の

基準に関する規則又は ISOQ9001：2015 の要求を満たすものであること。 

(3)受注者（受注者が使用する下請業者を含む）は、機構からの要求があった場合には、立

入調査及び監査に応じるものとする。 

 

6.13 不適合の報告及び処理 

受注者は、保守点検等の過程や検査・試験等において発生した不適合について、その内

容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。この処置案については、機構の確認

を受け、処置後にその結果を報告すること。 

また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発

防止策を含めること。 

なお、かかる経費は受注者が負うものとする。 

 

6.14 安全文化の育成に係る活動 

受注者は、以下に示すような健全な安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組

み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 
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(1)安全確保のための一人一人の役割確認と安全意識の浸透 

(2)構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡 

(3)施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY・TBM 等)の徹底 

(4)本作業の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善 

 

6.15 下請け業者の管理 

(1)受注者は、点検整備に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出すること。 

(2)下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するた

めに十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 

(3)受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。 

(4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項を十分に周知徹底させること。また、下請業

者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点にお

いて下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。万一、不適合が生じた場

合は、0 項「 

6.13 不適合の報告及び処理」に従うものとする。 

 

6.16 グリーン購入法の推進 

(1)本作業において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を

採用すること。 

(2)本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準

を満たしたものであること。 

 

6.17 情報管理（電子データ流出防止） 

(1)受注者は、核物質防護情報に係わる管理情報を取扱う場合は、当該情報及び当該情報が

含まれる冊子等に「取扱注意」と明記すること。 

(2)受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、受注者の居

室等から持ち出さないこと。 

(3)受注者は、管理状況などについて、機構からの必要な助言及び指導に従うこと。 

(4)機構が提示するデータ等の管理を確実に行うこと。 

(5)電子データの流出防止として、データを管理するパソコンにはウィニー等のインストー

ルをしないこと。 

 

7.技術仕様 

7.1 一般要求事項 

(1)本作業については、安全且つ円滑に作業が行えるよう適正な作業要領書を作成し、機構

の確認を得ること。現場責任者又は作業員については、1名以上蓄電池設備整備資格者

免状を有していること。管理区域に入室する作業員は放射線従事者の指定を受けること。 

(2)本作業にあたっては、綿密な計画による工程表に従って円滑な進捗を図ること。作業は、

工程毎に機構と打合せを行い、その確認を得た後着手すること。 

(3)本作業にあたっては、以下のことを遵守すること。   

①作業開始を機構に申し出て確認を受けた後、作業に取りかかること。 

②装置が正常であることを確認後、その日の作業の終了の確認（作業日報、報告等によ

る）を受けること。 

(4)作業期間中は、作業環境の整理整頓に心掛けること。 

(5)本作業の実施に際しては、作業要領書等に示す指揮命令系統に従って作業を行うこと。 

(6)技術仕様の詳細及び不明な点については、機構と打合せを行うこと。 

(7)受注者は、本仕様書に係る作業を遺漏なく行うために、作業に必要な知識、技能を有し

た作業員が行う仕組みを有していなければならない。 

(8)受注者は、本作業において、別表-2 に示す届出及び申請書等を提出すること。 

 

7.2 技術的要求事項 

無停電電源装置 3 基について保守点検を実施する。 
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なお、点検項目、点検方法及び良否の判定は、原則として装置の製作メーカの規格に従

うものとする。 

7.2.1 点検対象設備一覧 

 設置場所 部屋番号 仕 様 製作メーカ 
保守点検 

（00～0） 

1 
低放射性濃縮廃液貯蔵施設

（LWSF） 
G115 

充電器 
UPS600-C/1/20 

富士電機 

○ 
ｲﾝﾊﾞｰﾀ 

2 
第二高放射性固体廃棄物貯

蔵施設（2HAS） 
G063 

充電器 REFB42/101-050-3B 
○ 

ｲﾝﾊﾞｰﾀ GWE03-100-100FM 

3 分析所（CB） W002 
充電器 

CVCF500-145DF ○ 
ｲﾝﾊﾞｰﾀ 

 ※部屋名が色付きは非管理区域となる    

7.2.2 保守点検作業 

(1)充電装置（整流器） 

①運転状態確認（入出力電圧測定、出力電流測定、負荷電圧測定） 

②DC/DC コンバータ出力電圧、電流特性測定 

③直流電圧検出レベル測定 

④プリント基板基準電圧測定 

⑤充電装置の出力波形測定 

⑥パルス波形測定 

⑦各種警報、保護装置の作動試験 

⑧絶縁抵抗測定 

⑨起動用コンデンサーの容量測定 

⑩清掃・端子部の緩み等の点検 

(2)インバータ装置 

①運転状態の確認（入出力電圧、電流、周波数測定、表示類の確認） 

②部品状態の確認（異音、過熱、損傷、緩み、腐食、発錆等異常の有無） 

③出力電圧、電流波形の測定及び設定値の調整 

④給電切替動作試験（停電時、切替時の出力電圧、電流波形測定含む） 

⑤プリント基板基準電圧測定 

⑥パルス波形測定 

⑦各種警報、保護装置の作動試験 

⑧絶縁抵抗測定 

⑨清掃・端子部の緩み等の点検 

(3)指示計器類の校正 

充電装置、インバータ装置の盤面計器について計器校正を実施する。 

指示計器類の校正に使用する基準器は適切な精度及び測定レンジを有するもので

あること。また、トレーサビリティーチャート、校正証明書、校正成績書を提出する

こと。 

7.2.3 主要な半導体素子についての劣化診断 

主要な半導体素子について点検結果をもとに劣化の進捗状況の考察を行うこと。 

 

7.2.4 梱包・輸送 

   製品の梱包・輸送については、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化を与え

ない方法で実施すること。 

   また、出荷前に出荷許可願書にて機構に出荷の許可を得ること。 

 

7.2.5 その他付帯する全ての作業 

上記作業を実施するために必要な全ての作業を実施すること。 

 

7.3 作業期間 

現場作業の実施期間の詳細については別途協議の上決定する。 

－以上－
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別表-1 

提出図書一覧 

提出書類 様式 
提出 

部数※ 提出期限 確認 備考 

工程表 受注者 2 部 作業開始 2週間前 要  

点検整備要領書 受注者 2 部 作業開始 2週間前 要  

安全管理計画書 

（作業員名簿、現場責任者、蓄電池整備士

の証明書の写し含む） 

受注者 2 部 作業開始 2週間前 要  

品質保証計画書 受注者 2 部 作業開始 2週間前 要  

打合議事録及び電話連絡確認書 受注者 2 部 打合せ後速やかに 要 必要な都度 

機微情報取扱規程 

（機微情報の管理について参照） 
受注者 2 部 作業開始 2週間前 要  

作業日報 受注者 1 部 作業日翌出勤日   

点検整備報告書 受注者 2 部 
作業終了後 

速やかに 
要  

使用基準器のトレーサビリティ体系図、校

正証明書、校正成績書 
受注者 2 部 作業開始 2週間前 要  

情報管理についての報告書 受注者 1 部 
作業終了後 

速やかに 
 

6.11.2 に

基づく 

※：提出部数 2 部のものは、1 部は受注者返却用とする。 
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別表-2 

届出・申請書等一覧 

提出書類 様式 
提出 

部数※2 
提出期限 備考 

中小受託事業者の届出について(使用する

場合) 
機構 1 部 作業開始 2週間前  

出入管理上必要な書類 機構 1 部 作業開始 2週間前  

作業計画書 機構 必要数 作業開始 2週間前  

作業等安全組織・責任者届 機構 必要数 作業開始 2週間前  

安全衛生チェックリスト 機構 必要数 作業開始 2週間前  

ワークシート 機構 必要数 作業開始 2週間前  

現場責任者等教育(請負側)受講申請書 機構 必要数 作業開始前 必要な都度 

作業責任者等追教育受講申請書 機構 必要数 作業開始 2週間前 必要な都度 

放射線従事者指定申請書 機構 1 部 
WBC 測定 2 日前までに

データを入力 
 

放射線従事者解除申請書 機構 1 部 解除日前日  

健康診断結果(写し)※1 受注者 1 部 作業開始 2週間前  

特別教育終了書 受注者 1 部 作業開始 2週間前  

※1：健康診断結果(写し)とは、問診及び検査又は検診記録(電離則様式第一号参照) 

なお、機構は、健康診断結果の写しについて、放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使

用しない。また、記録の管理については適正に管理する。 

※2：1 部提出後、変更等が生じた場合に都度提出する。 



 

 

別紙- 1 

機微情報の管理について 

 

機構の機微情報（本契約において機構より貸与又は供用された情報及び当該情報により得

られた成果）に関しては、以下の管理を行うこととする。 

 

1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程（以下「取扱規程」とい

う）を策定し機構に提出する。 

ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求す

るものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に

代えることができるものとする。 

 

2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。 

 

3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 

(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 

(2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 

(3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 

(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 

(5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 

(6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 

(7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 

 

4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 

 

5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 

 

6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。 

 

7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 

 

8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 

 

－以上— 

 

 


